
現行の介護保険被保険者証に記載されている情報  参考資料7  
（第8回検討会資料）  

①被保険者の番号  

②住所、氏名のフリガナ、氏名、生年月日、性別  
③交付年月日  

④保険者番号、保険者名称及び印  

⑤要介護状態区分等  

⑥認定年月日  

⑦認定の有効期間  

⑧居宅サービス等の区分支給限度基準額及び期間  

⑨（うち種類支給限度基準額）サービスの種類及び種類支給限度基準額  

⑩認定審査会の意見及びサービスの種類の指定  

⑪給付制限の内容及び期間  

⑫居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及びその事業所の名称、届出年月日  
⑬介護保険施設等の種類、名称、入所等年月日、退所等年月日  

※労災保険の介護補償給付受給者についてはその旨及び常時介護・随時介護の別  

※バウチャーを発行する市町村については、支給限度基準額の欄に「うちバウチャー  

切り分け欄」を設ける。   



参考資料8  

（第7回検討会資料）  
カ町野の交付蓋膝3藁⑬農監輯臆慧も亀雷電緒業班検討虜  

案1：市町村  案2：医療保険者   案3：年金保倹者   
としての国   

声  

○既に住基力hドや公的個  ○被用者保険の被保険者  ○市町村、医療保険者と比   
人認証サービス発行の仕   の場合、カードを事業主   ベて、統一的な運用が容   
組み・基盤を有している。  経由で交付することと   易と考えられる。  

すれば、別の窓口に出向   統一的なセキュリティ  

○転入届、婚姻届、出生届等  く必要がなく、便利。   環境を構築できる可能   

市町村への届出機会は多  性が高い。   

く、また、医療保険者、年  

金保険者と比べて窓口の  

数が多いことから、利用者  

にとっては一般的に利便  

性が高い。  

○市町村窓口での対面によ  

る本人確認が可能。  

○被用者保険の被保険者に  ○手続漏れにより医療保  ○市町村、医療保険者に比   
とっては、別途、市町村窓   険に二重加入している   ベて窓口の数が少ない   

口に出向かねばならない   場合があるため、カード   ため、利便性が悪い。  
ため、必ずしも便利ではな   を二重交付するおそれ   

い。   がある。  ○年金保険の被保険者や  

とりわけ、被用者保険で   受給者でない者につい  

○統一的な取扱やセキュリ  は、被扶養者の厳格な本   ては、郵送もしくは新た   

ティ環境を確保すること   人確認ができないため、   に事業主や市町村に交   

ができるかどうか。   被扶養者にカー・ドをニ   付の委託を行う必要が  

重交付するおそれがあ  ある。  

る。  

○公的個人認証サービス  

○公的個人認証サービス  を活用する場合には、別  

を活用する場合には、別   途、市町村窓口に出向く  

途、市町村窓口に出向く  必要がある。  

必要がある。  

○統一的な取扱やセキュ  

リティ環境を確保する  

lことができるかどうか0  埋   

ー15－【   



参考資料9  
（第7回検討会資料）  

検討資料1：力叫ドの発行・交付方法の概念図（案）  

（出生時フローについて）  

○扱忘市町村を交付事務取扱者とし、公的個人認証サービスにオンライン認証の用途を持たせ   

ることとして検討を行った。  

○出生後初めてカードを交付する場合（出生時フロー）として、   

「健康保険証として利用できるカードを発行する案（P，1・2）」と  
「先にカードを発行して後から健康保険証として利用できるようにする案（P．3－4）」   
について検討を行った。  

○それぞれにつき、利用者の利便性向上の観点等から、医療保険の被扶養者届を市町村で受け   
付ける案（P．2・P．4）について検討を行った。  

○両案の共通事項として、20歳到達時等の年金手帳としての機能の付加方法   
（P．5・6）について検討を行った。  

○仮に、カード発行時に併せて、交付対象者からの申請に基づき、オンライン認証の用途を持たせた   

公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受ける場合として資料を作成したが、カード交付後   

に必要に応じ、電子証明書の発行を申請する場合や、そもそも電子証明書を用いない場合もある。  

①：健康保険証として利用できるカードを発行する案  

（出生時フロー）  

Pl生まれた子供の医療保険被扶養者届を医療保険者に提出する場合  

P2生まれた子供の医療保険被扶養者届を市町村に提出する場合  

ー16－   



①‥健康保険証として利用できる力叫ドを発行する案 く医療保険者に被扶養者届を提出する場合＞  

発行責任者  

（厚生労働大臣）  

）‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾ l  

健康保険証の発行を委託 I  

⑦送達された  

情報を収録  
⑥厚労大臣を経由して、   

発行DBに4情報十医療   

保険の被保険者番号を   

送達  

発行DB  
都道府県知事  医療保険者  

⑧カード発行  
○制度統…的な  
番号又はカード  
識別子を用いる  
場合には発番  

1 1⑫交付完了  ③被扶養者認定を   
行い、付番。  1  

1  

1  

▼  

の登録  

電子証明書（※）を発行  ⑩公的個人認証の  交付事務取扱者   

（市町村）   

⑤住基台帳上の4情報   
と一致するか確認  

（存在確認）  

04情報が一致しない場合は   

医療保険者にエラーが返る  

④被扶養者の情報  

（4情報＋医療保険の   

被保険者番号）を送達  
探題：どのょうな形で送達するカ  
⊂ト痩被保険者に証研書を交†   

しノ、それを市町村に持参し／ても  

⑨公的個人認証の電子証明書   

（※）発行の申請を送付  

※オンライン認証用途を持たせたもの  

えられる。   

⑪電子証明書を載せ  ①出生届提出（市町村長宛）  

（D公的個人認証の電子証明書（※）   

の発行申請提出（都道府県知事宛）  

てカードを交付  
裸題：郵送が   

可能かどうか  

②生まれた子供の被扶養者届   

（住民票と同じ4情報を記載する   

ことを求める。）を提出  
媒辟：現行の被扶養者屑巾記哉朴帥ノナう巨）、配拙者であ引鯨扶養者  

以外出陣扶養者備には任所帖帆ノつ記載がブ亡い  

交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  

酬…冊 子か上汁針和 一 十十∵畑  

①：健康保険証として利用できるカードを発行する案  く′イ市町村に被扶養者届等を提出する場合ノ  

発行DB   



②：先にカードを発行して、後から健康保険証とし   
て利用できるようにする案（出生時フロー）  

P3 生まれた子供の医療保険被扶養者届を医療保険者に提出する場合  

P4 生まれた子供の医療保険被扶養者届を市町村に提出する場合  

②先にカードを発行して後から健康保険証として利用できるようにする案  
＜医療保険者に被扶養者届を提出する場合＞  

発行DB   



②先にカードを発行して後から健康保険証として利用できるようにする案  
く市町村に被扶養者届等を提出する場合＞  

発行責任者  

（厚生労働大臣）  
⑨厚労大臣を経由して、発行DBに   

医療保険の被保険者番号＋4情報  
（制度統一的な番号又はカード識別子）   

を送達  

カードの交付  

事務を委託  
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
 ◆
 
 

⑱医療保険の   
被保険者番  
号を収録  

都道府県知事  医療保険者  発行DB  

②カード取得申請書を   

4情報を確認の上、   

送付  

④カード発行  
○制度統一一的な  

⑧被扶養者認定を   
行い、付番。  

⑬交付完了   
の登録  ⑥公的個人認証の   

電子証明書（※）を発行  

番号又は力  
識別子を用い  
場合には発番  

交付事務取扱者   

（市町村）  ⑤公的個人認証の電子証明書  

（※）発行の申請を送付  

※オンライン認証用途を持たせたもの  

⑦被扶養者届を   

医療保険者に送達  

（彰出生届提出（市町村長宛）  

（彰カード取得申請書提出（発行責任者宛）  

①公的個人認証の電子証明書（※）   

の発行申請提出（都道府県知事宛）  

し辛）生まれた子供の被扶養者届提出  

○制度続肌的な番号又はカト識別   
子を用いろ場合にはそれを添える   

もしノくに主ヰ情帯を記妾宅すろ  

Ⅰ  り  】r  

≧   ′††しト】  

lト㍉l 伸 11  
川」‡il  

ll」  

⑫電子証明書   

を載せてカード   
を交付  

医療保険者宛ニー  

†】†LI∫ 二「，由∵高明「  

l  －～・」L  

岬・醐…・ 交亘けが㌢計による持暫  

1（音字）前ヘーージとの違い  
交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  

年金手帳としての機能の追加方法  
（両案共通1出生時）  

P5 20歳未満で就職して年金に加入する場合  

P6 未就職で20歳に到達して年金に加入する場合  

－19・－   



年金手帳としての機能の追加方法（20歳未満で就職した場合）   

発行責任者  

（厚生労働大臣）  
④厚労大臣を経由して、発行DBに   

基礎年金番号＋4情報（又は制度統一   

的な番号、カード識別子、それまで加入   

していた医療保険の被保険者番号）を送達  
⑤送達された  

情報を収録  

年金保険者  

③基礎年金番号を   
付番  

②資格取得届（4情報  
（又は制度統一的な番号、  

カード識別子、それまで加入   
していた医療保険の被保険  

者番号）を記載）を提出  

（争資格取得の   

申請  

課題：カードの読み取り環境を  
整えることができるか  

課題：それまでノ州人していた  

医療保険の被保険者  

番㌢を年金保険者せ  

縫山させることは可能か。  

申請方法  

案1：カードを提示  
案2ニ引責報を記機  

案3：刃官報十それまで加入Lていた  

医療保険の被保険者番号を記哉  
案4：制度統一的な番号又はカード  

、③’基礎年金番号 至三コを通知  
I 

し 対象者  
「＝＝∵－一一一三 交付対象者に圭る行動  

（被保険者・被扶養者）  

年金手帳としての機能の追加方法（未就職で20歳に到達した場合）  

ー
1
．
．
≡
≡
…
．
…
…
…
．
 
 

．
…
…
…
…
．
…
…
≡
≡
…
…
 

／
．
 
 
 

妬★岬▲－れや  交付対象者に女二る行動  

（被保険者■被扶養者）  

－20－  



参考資料10  
（第7国枝討会資料）  

検討資料2：力】ドの発行一交付方法の概念図（案）  

（切替フロ叫について）  

○低に市町村を交付事務取扱者とし、公的個人認証サーゼスにオンライン認証の用途を   

持たせることとして検討を行った。  

○社会保障カード（仮称）制度導入時においてすでに発行されている保険証等を切り替えていく   

（切替フロー）について  

④・「塵慮保険者で手続して健康保険証とその時点で有している証を市町村で交付する案（切   

替フロー案1）ト」と  

②「壷軋杜至圭絶して健康保険証とその時点で保有している証を市町村で交付する案（切替   

フロー・案2）」について検討を行った。  

○仮に、カード発行時に併せて、交付対象者からの申請に基づき、オンライン認証の用途を持   

たせた公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受ける場合として資料を作成したが、   

カード交付後に必要に応じ、電子証明書の発行を申請する場合や、そもそも電子証明書を用   

いない場合もある。  

①切替フロー案1（医療保険者で手続して健康保険証とその時点で有している証を市町村が交付）  

健康保険証の発行を委託  発行責任者  

（厚生労働大臣）  
介護保険者  

介護保険証の発 行を委託  
⑤ 送達された  

情報を収録  カードの交付  

事務を委託  
④ 住基台帳上の4情報と  

一致するか確認した上で、  
厚労大臣に4情報＋基礎  

年金番号、医療保険の被  

保険者記号番号と保険者  

番号、介護保険の被保険  

者番号と保険者番号を送  

達（※1）  

医療保険者  都道府  
発行DB  

付
の
 
 

交
了
録
 
 

⑫
完
登
 
 

0制度統一的な番号  
又はカード識別子を  
用いる場合には発番  ⑩ 公的個人認証の電  

子証明書（※2）を発行  ⑩カード交付済の通知  
交付事務取扱者   

（市町村）  （診市町村を経由して都道府県  

知事に公的個人認証の電子証  

明書（※2）の発行を申請  

③カード発行代行申請（4情報  

＋医療保険の被保険者記号番  

号と保険者番号を送達）  

⑧ カード交付通知、健康保険証  
こ 

⑪ 電子証明  

書を載せて  

カード交付  

（ヨ カード交付  通知  

≡一三  れている人）、介護保険証  

されている人）を提出。  
（D力・－ド発行申請書（発行対象者の4情  

報を記入させるもの）を送付する。  
「0 0  

※1基礎年金番号、介護保険の被保険者番  
号は、市町村が保有している情報を送達  

※2 オンライン認証用途を持たせたもの  

② 発行申請書を提出する。  

交付対象者  

（被保険者訂被扶養者）  

－2卜  

㈹w硝 テか十村寮薯仁よる拍動   



②切替フロー案2（市町村で手続して健康保険証とその時点で保有している証を市町村が交付）  
l■闇  

～
■
■
■
■
■
＿
一
〓
：
■
■
■
」
■
 
 

健康保険証の発行を委託  
発行責任者  

（厚生労働大臣）  
介護保険者  

介護保険証の  

発行を委託  
④送達され  
た情報を収録  

③住基台帳上の4情  
報、基礎年金番号と一  

致するか確認した上で、  

厚労大臣に4情報十医療  

保険の被保険者記号番  

号と保険者番号、基礎  

年金番号、介護保険の  

被保険者番号、保険者  

番号を送達  

カードの交付  

事務を委託  発行DB  医療保険者  都道府県知事  

⑤カ⊥ド発行  

○制度統一的な   
番号又はカード   
識別子を用いる   
場合には発番  

⑱交付  

完了の  

登録  ⑧公的個人認証の電  
子証明書（※）を発行  

：
：
：
：
H
：
：
：
：
：
：
：
■
、
 
 

交付事務取扱者   

（市町村）   

⑥ カード発行情報   

の通知  
（∋ 市町村を経由して都道府県知   

事に公的個人認証の電子証明書  

（※）の発行を申請  

⑨電子証明書を  
載せてカード交付  

（郵送も可？）   

㊥ 力仙川ド交付一－－  

② 送付されてきた案内、健康保険証（必  

須とする）、年金手帳（配布されている人）  

介護保険証（配布されている人）と共に、  

か叫ド発行申請書を提出する。  
の案内を送付  

岬←・交付対象者による行動  

十（音字）：前へ－ジとの違い   交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  

※ オンライン認証用途を持たせたもの  

ー22－   



参考資料11  
（第8回検討会資料）  

葛篭さ 屈性℡保険者変更時◎寧続a淘血紆使用方法  

（わ 住所変更  

② 氏名変更  

③ 医療保険者変更   

Q）－1 旧保険者の発行する資格喪失通知を用いる案   

③←2 本人に本人識別情報を通知しておき、これを利用して手続を行う案   
③←3 券面にカードの発行年月日時分秒を記載し、これと氏名・生年月日  

を組み合わせて用い、手続を行う案   
寝）－4 基本4情報（住民票上の4情報）で手続を行う案  

④ 介護保険者変更  

（2） カード紛失時、破損時の対応方法  

（3） カードの更新方法  

（1）（彰 住所変更  

① 転入届を提出（前提として転   

出届は提出済）  

（‡）本人と被扶養者のカードを   

提出  

④ 住所変更の  

∃ 届出（平成23  
年4月以降は  

住基ネットから  

反映）  
（
 
と
）
 
 交付対象者  

（被保険者円被扶養者）  

・－23－  

・トい‥－・一一  交付対薄青の行動   



いり② 氏名変更  

発行責任者  仮に、（争のように住基ネッ！  

（厚生労働大臣）  
きれば、下線部の事務はフ  

③送達された情報  

を収録（旧カードの  

住基台帳上の4情報（旧氏名）  

発  
と－ するか確認した上で一厘蛍  

．汁由で発行DBにカード喜毒み  

（中  し端末で読み出した太人言鼓知  

の ）  情報又は4情癒（旧氏名）、及び  
て  行  

ヨ                      ー失効処痙）   

新氏名を送達   

、を活用で  

不要になる。  

⑤  市町村  
確認端末で  

険者番号等  
医療保険者  年金保険者  み出し、本  

知  
交付事務取扱者   

（市町村）  

⑦ 氏名変更の  

届出（平成23  

年4月以降は  

住基ネットから  

反映）  

⑧ 通知された  

被保険者番号を  

持って、氏名変  

更届の提出  

（国保は市町村  

への転入届時に  

同時になされる）  

（D 氏名変更の原因となる届  

（婚姻届・離婚届等）を提出  

（彰 氏名が変わる者のカードを   

提出  

⑥ 旧カードと引き  
換えに、カード交   

付（郵送も可？）  

一
 
－
 
－
 
－
 
 

－
 
■
 
■
 
】
 
 

カードの再交付を不要  

とするために、カードの  

裏書で対応できないか  
組合健保等の場合も、市町  
村でワンストップで手続でき  

ないか。  

交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  

◆ 交付対象者の行動  

（り⑨－1医療保険者変更 旧保険者の発行する資格喪失通知を用いる案  



蛋瑠〉③）血2 医療保障者蜜藍 本人に本人識別情報を通知しておき、これを利用して手続を行う案  

（課題）  

人が知覚できる形式で本人識別情  

報を用いる場合には、個人情報の  
マッチングに 使用されるおそれが  

ある「．  

㊤   ④ 資格取得届と被扶養者届（新たに  

本人識別情報の入力欄を設け、転記  

する）を提出。  

① 資格喪失届を提出  

交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  
－・－・一、■－く 交付対象者の行動  

（1）⑨一3医療保険者変更 券面に発行年月日時分秒を記載し、氏名、生年月日と組み合わせて用い、手続を行う案  

（課題）   

タイムスタンナを氏溌、生年月日  
と組み合わせて用いれば、本人識別  

情報とほぼ同じ効果を持つため、同  
様に個人厨粥申マッチンブに使潤さ  

jトコとr．丹哲念がある  

㊤  
交付対象者  

（被保険者・被扶養者）  

－，25－  

＠）資格取得届と被扶養者届（発行年  

月日時分秒をカードから転記）を提出  
（i〕資格喪失届を提出   

・  ．二こ巨ミト・－－ご丁り．）1－i・．い   



く1）⑨－4 医療保険者変更  基本4情報（住民票上の4情報）で手続を行う案  

発行責任者  

（厚生労働大臣）  ②資格喪失情報を厚労大臣経由  
で発行DBに送達（保険者番号、被  

保険者記号番号をキーに被保険  

者を特定する）  

（9被保険者記号番号を付香して   

厚労大臣経由で発行DBに送達  

（届に記載されている基本4情報  

を主二上⊆塵塩陰畳を農産生る）  
③⑥送達された   

情報を収録  

新医療保険者  

■●  

着で  

し＿．  

現行      養者  

発行DB  

（中継DB）  
旧医療保険者  

（課題）  

基本4情報で個人を特定する場合  
外字の用い方や同姓同名同住所の  
例などが原因で不突合が起きる可  

能性がある．、  

被扶養者届には、配偶  
る被扶養者以外の被扶  
は住所記載欄がない．1  

㊤ 
交付対象者  

（被保険者一被扶養者）  

④資格取得届と被扶養者届（住民票  

上の基本4情報を記述を必須とする）  

を提出  

（む 資格喪失届を提出  

交付対象者の行動   

（り④ 介護保険者変更   



g2きカ珊ド紛失時8破損時⑬対応方法  

一冊伽†伽卿叩【Ⅶ 争 交付対象者の行動  

（3）カードの更新   

発行責任者  

（厚生労働大臣）  

④カード更新  処理  （参 住基台帳上の4情報と  

一致するか確認した上で、  

厚労大臣経由で発行DBに、  
発行DB  

（中継DB）  

資格確認端末で読み出し  

た本人識別情報又は4情  

報を送達  
① カード更新時期  

の案内送付（住所地  

の市町村に再発行手  

続を行うような案内と  

更新申請書などを  

いっしょに送付）  

（9カード 再発行  

⑦ 公的な個人認証の電  

子証明書（※）を発行  
交付事務取扱者   

（市町村）  
案内が届かない  

場合ビうするか 
⑥ 公的な個人認証の電子証  

明書（※）の発行を申請  

②カード再発行申請書提出（発行責任者宛）  
② 公的な個人認証の電子証明書（※）の発   

行申請提出（認証局宛）  

（言）旧カードを提出  

（旦）旧カードと引き換えで  

電子証明書を載せた  

新カードを交付  

－             ＿＿＿＿＿  

※ オンライン認証用途を  

持たせたもの  
交付対象者  

（被保険者d被扶養者）  

－27－  

ト、Ⅳ洲間れ岬・声▲ 間ゆ 交付対象者の行動   




